
参考資料3．医療保険制度における財政移転（20年度）  
（公表数値にもとづいて健保連が試算）  
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○現状でも、健保組合等から、交付金によって市町村国保への多輯の財政移車云が行われている8  

0しかも、健保組合は、協会けんぽや国保のように公費に練らず、ほぼ保険料のみで運営されている0  

後期高齢者医療制度へ公費5割（市町村負担分も含む）．4．6兆円、老僅制度‘○・5兆円  

後期高齢者医療制度  

給付費：約9．9兆円   

高齢者保険料：約1兆円  
公辛5割：約ヰ6兆円   

支援金：ヰ4兆円  

さ  

公費  
ヰ兆1133借円  
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市町村国保  
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交付金合計  

3兆3816億円 〔聖霊…喜…皇；芸諾円〕  
老人保健制度（20年3月分）  

公費5割：約0．5兆円  

拠出金：約0．5兆円   

協会けんぽ（政管健保）  

一人当たり負担 211．1TS円 一 柑3813円  

財源率（納付金奪分＝】5g‰ → ユ2丁5‰  
前期高齢者財政調整   

調整対象給付費：4兆7400億円  

国費  
9388億円  （
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納付金等調整分を含めた調整額  
2兆434丁億円  

給付費調整分：2兆1976億円   
後期支援金兢整分：23Tl條円  

健保組合 法4  

一人当たり負担 ヱ06．引け円  

財源皐（納付金等分）3124‰  

退職者医療制度  

退職者等給付費：876丁億円   
過料者保険料：2t95倍円   

給付費調整分拠出金：6572億円  

納付金等調整分拠出金：2897位円  
その他保険者の納付金等負担  

納付金等合計  
1兆1385億円  

注1かつこ内は国ゞほたは公軋退隠看交付金」抑肌高齢者交付金を控除した緩の金乳  

注2．市町村国保、協会けんぽ（政菅健保にかかる分も含む）、健保組合の給付矧ま20年度予貫の数値、納付金等は20年定紋課韻を用いた・  

注1表中の納付金零の他、各保険看は病封云換支援金を負担する（全保険者合計29億円）  

注4，掛寸丑等随時補助金による補助（53億円）は、計上していない・  

注5．一人当たり負担は、加入者一人当たり負担金乱矢印の右側は国改または公軋退職者交付金・前期高齢者交付金を控除した捜の金乱数値を示した。  

▼・－■ M  ■くr l．rつ 【、  
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参考資料6．健保組合数の年次推移  

参考資料5．制度別医療費実績  

060歳以降、健保組合の加入者1人当たり医療費は、政管健保、国保に比べて低い。  
035歳以降、国保の加入者1人当たり医療費は、健保組合、政管健保に比べて高い。  

（万円）  
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平成19年度以前は年度末、20年度は12月1日現在  
ピークは平成4年5月1日時点の182了組合  

参考資料7．保険料収入に対する支援金・納付金の割合別組合数  イ ■∴・‾∴∴∴′寺∴一一二†∴こ∴∴∴－1十■、 
‥丁  

ゝ  
Q′  

（注）1人当たり医療契は、診療費（入院、入院外、歯科）、調軋食事療養・訪問者謹に係る分であるD  
傾料）厚生労働省『社会保障審議会 医療保険部倉』資料より抜粋  

800  

700  

600  

500  

400  

300  

200  

100  

0  

年齢階級  0～ 4  5′〉 9  10■－14  15－・19  20～24  25～29   

組合   15．8   9．0   6．9   6．5   6．8   8．6   

政管   20．1   8．6   5，∂   5．8   6．6   8．6   

国保   15．7   7．5   5．6   5．5   6．5   9．0   

□19年度決算見込  

ロ20年度予算  

年齢階級  30′－34  35～39  40・－44  45～49  50（■54  55～59   

組合   9．1   9．1   11．0   †2．7   17．9   22．5   

政管  9．2   9．7   10．9  13．1   18．3   

国保   9．7   12．3   14．8   †9、5   24．4   

年齢階級  60′一64  65－69  70－74  75～79′  80～84  85・－   

組合   25．0   32．0   56．0   63，9   74．1   86．3   

政管   28．5   41．7   63．0   68．4   76．4   91，0   

国保   35．2   50．3   62．2   88．6   79．3  101．0   

†6 2  
■  →  

20％未満   20％～30％  30％－40％  40％～50％  509も～60％  

（注） 20年度欄の後期高齢者支援金については、20年3月分の老人保健拠出金の負担分を含めて算出」た胤  
また、前期高齢者納付金については、20年3月分およぴ20年4月以降における経過措置に伴う、退職者  
給付拠出金の負担分を含めて算出した値。  

（資料）『20年度予算概要表』より集計  

－1了 －  
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参考資料8．高齢者医療制度に関する健保連の考え方  参考資料9． 世帯主の年齢階級別1人当たり所得再分配状況  

○再分配所得が当初所得を上回るのは世帯主が60歳以上の世帯。  

060歳以上の再分配所得は、49歳未満のそれを上回る。  

〔
独
立
制
度
］
 
 

75 歳   65・   

歳  

「   ′  「                l      ‾．≡‾ ●∴…‾ l＿    1し     」  －1  
2g歳以下 30－34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55－59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 75歳以上   

※1当初所得＝雇用者所得、事業所得、農耕所得、畜産所得、財産所得、家内労働所得及び雑収入並びに私的給付  
（仕送り、企業年金、生命保険金等の合計領）の合計額。  

※2再分配所得‥当初所得から税金、社会保険料を控除し、社会保障給付を加えたもの。  
（資料）厚生労働省『所得再分配調査（平成1丁年）』より作成  

065歳以上の高齢者を対象とした独立型の制   

度。   
→ 現行の後期高齢者医療制度を前期  

高齢者の層に拡大するイメージ  

○運営責任主体となる保険者は、都道府県単位   

で行政から独立した公法人。費用負担者が運   

営に参画するしくみ。  

○患者一部負担をのぞく医療給付芦について、   

公賓負担5割を目途。それ以外の部分を、高   

齢被保険壱と若年被保険者の人数比で按分し、   

それぞれ保険料として負担。  

○若年者の負担は、被用者保険と国保の若年者   

数で按分し、被用者保険では報酬（負担能力）   

に見合ったものとする（上限を設ける）。  

参考資料10． 世帯主の年齢階級別1世帯当たり家計資産額（2人以上の世帯・全世帯）  
1後期高齢者医療制度（長寿医療制度）  

075歳以上の人と65歳から74歳の一定の障   

害のある人を被保検壱とする独立した医療制   

度。  

○後期高齢者の医療賓全体から、患者が窓口で   

支払うー部負担金を差し引いた額を、概ね公   

賓5、各保険者が拠出する後期高齢者支援金4、   

後期高齢者の保険料1の割合で賄う。   

■前期高齢者の加入割合の違いによる   

負担の不均衡を是正するしくみ  

065歳から74読までの前期高齢者の医療費を   

各保険看が共同で負担するし＜み。  

○各保険壱の前期高齢者の医療費をペースに、   

どの保険者も前期高齢者が同じ割合で加入   

していると仮定して調整が行われる。  

（万円）   

世帯主の  年間収入  
年齢階級  宅 地  住 宅  耐久 消暑貝オ  ゴルフ 会員券眉   

平均   3900  950  2786  2180  606  164  150  14  

資  
産  

－8  679  426  253  146  144  2  

額  30歳台   1459  －212  1514  955  559  158  】56  2  

40歳台   2712  148  2393  1708  685  171  164  7  

万   50歳台   

円  
16   

60歳台   5556  1884  3499  2877  622  173  145  28  824  

70歳以上  5961  2026  3817  3261  556  117  ．99  18  542   

対  平均   －11．1   6．1  －15．5  －18，6  －2．3  －15．3  －10．5  －45．6  －8．5   

前   30歳未満  －21，2  －113．4  －16．6  －25．3  3．7  －9．8  －10．8  250．0  －2．2   
回  
増  30歳台   －28＿6  ＿  り  －21．3  －30．5  1．6  －12．†  －10．3  －67．g  －7．8   

減  40歳台   －20．7  －47．0  －18．7  －24．2  －0．7  －13＿8  －9，丁  －57，9  －7．6   

率  50歳台   －16，7  －2．9  －20．6  －23．7  －6．4  tl■ナ＋2  －10．2  －55，1  －9．2   

％  60歳台   一丁2．6  一丁．9  －17．4  －20．3  －0．2  －15．2  －4．6  －48．8  －7，4  

70歳以上  －14．2  －1．2  －19．9  －2l．7  －7．4  －10．2  －5．3  －30．0  －2．0   

1）平成11年度は－59万円  
（資料）総務省『平成16年度全国消費実態調査 家計資産に関する結果（速報）』  

一20－   －19－  
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参考資料11． 国保の所得階級別保険料負担率（平成18年度）く全世帯〉  

保険料負担率  
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（注）『国民健康保険実態調査報告』における所得階級の区分が一様でないため、世帯所得が500万円以上の場合  
は、複数の所得階放での保険料負担率が等しくなっている。  

（資料）厚生労働省『国民健康保険実態調査報告』より作成   
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参考資料13． 諸外国の医療制度改革  
一財源調達、財政システムの事例（ドイツ、フランス、イギリス、籠国）  

2．フランス：一般社会拠出金（CSG）の導入  

○希Il度の持続性、機能掛ヒを高める観点から、広範な賦課ベースを持つ   

社会保障目的蓑削こよる財源代替化   
フランスでは、公的医療保険制度の持続性・機能強化を高める観点か  

ら、社会保険料と同等の性格を持つ「一般社会拠出金」（CSG）と呼ばれ  

る社会像障目的税への財源代替化が行われている。一般社会拠出金は、  

給与所得者のみに負担が偏重しないよう、賃金等の稼働所得のほか、株  

式譲渡益などの資産所得や投資益、賭博益など広く賦課されている。   

社会保険料から目的税による財源代替化の背景には、給付水準と受給  

者数の拡大により給付費が増加するなかで、企業の保険料負担が労働コ  

ストとして把握されるようになり、保険料の引き上げが．難しい状況があ  

る。現在、医療財源のうち保険料の比率は42％、税の比率は∠10％となっ  

ている。  

社会保険料と一般社会拠出金（CSG）  

1．ドイツ：リスク構造調整（RSA）  

○競争と保険者選択を条件とした、同一の存立基盤を持つ保険者間の財   

政調整システム   

ドイツでは、被【呆険者に医療保険者（疾病金庫）の選択を認め、保険  

者間の競争を促す条件整備として「リスク構造調整（RSA）」と呼ばれる、  

財政調整が行われている。リスク構造調整は、保険者間における、①基  

礎収入、②家族被保険者数、③性別、①年齢階級、⑤障害年金受給の有  

無一によって区分した、被保険者の割合が異なることによって生じる財  

政的な影響を調整する仕組みである。   

ドイツの公的医療倶険制度は、被用者保険制度であり、日本と異なり  

皆保険とはなっていない（＊2007年改革法により09年から皆保険化へ）。  

リスク構造調整は、「疾病金庫」という存立基盤が同一の医療操険者間の  

財政移転システムであることに留意する必要がある。存立基盤が同一と  

いう前提から、同じ疾病金庫でも「農菜疾病金庫」は財政調整の対象と  

はなっていない。その理由は、儀業疾病金庫に対してのみ大規模な公的  

補助による財政負担の調整が行われていることによる。  

リスク構造調整の概要（＊簡素化したイメージ）  

■1  
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3．イギリスニ税方式による医療保障（HHS：国民保健サービス）  

○税方式によるマクロ的抑制と医療サービスに対する影響   
イギリスの国民保健サービス（N【1S）の主な財軒は、租税（国税）であ  

り、他の公共サービスと同様、予算枠が決っている。予算枠が増えない  

限り、原則として支出の増加が認められないため、マクロ的な抑制作用  
が佃きやすく、国民保健サービスに関しても、総予算の伸びを抑制する  

形で総支出を抑制することが可能となる。   
Lかし一方で、総枠予算の伸びを抑制し続けた影響、弊害など問題点  

も多い。事実、2003年までイギリスのGDPに占める医療費の割合は7％  

台とnECD諸国のなかで最低水準にあったが、その影響は、医療サービス  

の量・質の両面に大きな弊害－①病棟閉鎖、医療従事者の雇用調整、②  

深刻な待機問題（数カ月におよぶ入院待機リスト、平均3時間以上の救  

急医癖における待機時間など）、③医療施設・設備の老朽化、①低賃金、  

長時間労働による医療従事者の士気の低下一をもたらし、国民の大きな  

不満の的となった。なお、2001年誕生のブレア政権は、選挙公約で医療  

静を1．5％引き上げることを掲げ、政策転換を図っている。  

医療費対GDPの推移  

4．韓匡巨制度統合・一本化  

○二元的な保険料賦課体系のもとでの財政システムの統合   
韓国の医療保険制度は、かつて職場降伏（被用者）と地域保険（自営  

業者等）の二元体系のもとで運営されていたが、2000年の「組織統合」、  

2003年の「財政統合」による改革を経て、単一の制度：「国民健康保険」、  

単一の保険：「国民腱廉保険公団」へと統合・、本化を区った。   

しかし、統合の条件であった「被用者」と「自営業者」問の異なる保  

険料賦課体系の統一化は実現不可能と判断され、現在も保険料賦課体系  

は従来のままの二元体系となっている。保l阻料賦課体系の統一化が行え  

ないことから、見かけ上、単一の財政システムとなっているにすぎず、  

実質的には二元体系のまま単に勘定を一つにしただけである。   

保険料賦課体系が「臓場」と「地域」の二元体系に分離されているに  

も関わらず勘定を一つとしているため、不透明感を強く意識させる財政  

システムとなっており、保険料引き上げに際して、公平性についての納  

得感、コンセンサスが得られにくい。また、財政運営上、両者の彊金融  

通、資金補填の可能性があるなど、財政節度の維持や財政規律に関して  

多くの課題・問題を残している。  

韓国の医療保険財政の運営（イメージ）  

－：5 －  － 26 －   



及および自己啓写引こ努めている。   

○事業所との連携 ‾  
事業所ごとに健康管理委員を配置し、同委員を対象に健繭管理研修会を開催するほ   

か、専門スタッフが事業所訪問指導を通じて各事業所における各種健診の受診勧奨の促   

進と各種大会への参加など健康への意識高揚に努めるとともに、事業の推進に向けた職   

場のリーダー養成に取り組んでいる。  

【効  果】  
18年には32名がヘルシーライフ教室に参加し、数値改善に至っているほか、事業所と  

の連携による広報活動により健康フェスタ参加者も年々増加しており、健棟づくり活動の  

普及が進んでいる。  

付属資料． 健保組合の活動事例  

◆ 健診■保健指導等 ◆  

【取組内容】   
生活習慣改善プログラムが7種類あり、参加費用は全て卿斗。参加者には問診表を送り、  

保矧師や管理栄養士、トレーナーが回答を回収後、所定期間プログラムを実施してもらう。  

期間中も必要に応じて電話や手紙、Eメールを使ってアドバイスするなどきめ細かな対応を  

する。参加者には、終了後に意識調査を行って、 生活習慣の改善や行動変容につながった  

かどうかを確認している。  

【効  果】   
生活習慣改善プログラムの一つ、「減る脂－（ヘルシー）プログラム」の参加者におけ  

る医療費削減効果は、高脂血症治療の年間医療費を1人当たり11万5，000円と試算すると、  

年間で1，058万0，000円に上る。なお実績としては、5年彼の総コレステロールが基準値  

におさまっていた人は184人中92人、50％に達した。  

【取組内容】   
睡康日本21運動にあわせ、鯉保独自に「個人の健靡づくり」「保健活動の推進」を事業  

計画として掲げ“健康モリナガ21”運動（22年までの8年計画）を実施している。主な内  

容は以下のとおり。   

○生活習慣改善プラン「健康モリナガ21－ハビット」（ハビットの意味は「生活習慣」）   

参加者：エントリー制であり、被保険者及び配偶者（扶養如何を問わず）が参加資  

格を持つ。   

実施方法：自己の生活習慣を振り返り、改善目標を最低2つ設定しチャレンジを行う。  

2カ月聞達成度を記録し、達成状況によって達成賞、努力賞が授与される。   

○普及・啓発活動の推進  

睡診やセルフケア情報満載の「けんぼモリナガ21」の発行や、社内報、労働組合の機   

関紙等による広報活動の強化を行っているほか、ハビットに関する冊子の作成や事業所   

訪問による参加の呼びかけを行っている。  

【効  果】   
第1回ハビット参加率は24％（本人）であったが、広報活動等を強化した結果、近年で  

は50％にまで上昇した。達成率についても、34％から76％にまで上昇するなど効果をあげて  

おり、個人の睦廉づくりへの意識も高まってきている。  

【取組内容】   
昭和60年に健康開発センターを開設し、同センターを拠点に健康管理事業に取り組んで  

いる。センター内の組織は部署ごとに役割が明確化され、制度の改正やニーズに応じて担  

当部署の新設など組織編成を行い、より充実した事業の展開に取り組んでいる。   

○各種健診の実施  
健康開発センターや全国の契約医療機関において、総合健診（定期腱診、生活習慣病   

健診、家族健診、人間ドック等）、単科健診（胃健診や大腸健診等）及び二次健診を実   

施している。   

○ヘルシーライフ教室  

高血圧、高脂血症、糖尿病、肥満等の経過観察者の希望者に、3カ月の実践的な保健   

指導を行っている。開会式に始まり、メディカルチェック後、運動療法の専門医師が一   

人ひとりに合わせた運動処方を行う。その後、概ね2週に1回健康開発センターに来所   

し、保障師等による保健指導を受け、3カ月後、効果判定を行う。   

○健康づくりの自己啓発  
毎年10月を健廉づくり強調月間とし、健廉開発センターにおいて歯科健診やヨーガ   

体験教室等を行う参加型の「健康フェスタ」を実施している。また、ポスター、機関紙、   

携帯サイト、ホームページ等多彩な広報手段を用いて、加入者への睡康づくり事業の普  

【取組内容】   

治療から予防へとシフトする今後の環境変化を見据えて、「TOYOTAKENPOVISION2015」  

を策定。   

その「中期計画」は、健廉づくりの基盤を構築する18～20年度、健康づくり支援実践・  

評価をする21～24年度、そして25～27年度でトップレベルの健康水準を実現する－の3  

ー27－  －28－   



段階。具体的施策として、「憬嫌支援センター・ウェルポ」（腱康づくりの拠点）、r健  

醸支援プログラム」（データに基づいた†妊娠f）ー）C八サイクルの実施）、「睦康応援プログラ  

ム・るぷる」（やる気を起二させるシステム）－の3大戦略がある。   

レセプト情報や腱診データに加えて、日常の運動や軌預中・通勤の歩行、睡眠、食事な  

ど個人の生活実態が把握できる問診データも活用し、リスクに応じた個別指導を実施する。  

【取組内容】   

「事業所と一緒に取り組む」ことが成功の哲学と考え、役割分但を明確化し、労働安全  

衛生法関連は事業所、その他の腱診・保健指導等は睦牒謝1合が責務を負うことを前提とし、  

事業所と健保組合が協力・連携しながら種々の事業を実施している。また、『最少の砕用  

で最高のサービス」を実現するために、性差と世代別に分析するなとマーケティング発想  

で捷供組合マネジメントに取り組んでいる。   

○健康管理事業推進委員会の設置  

事業所の睦康管理委員及び健保組合の職員・保鮎師等で構成され、委員自らが健保組   

合がまとめた塵診結果などのデータを基に、事業所の特性ぞ二一ズによる蛙磨づくり活   

動を企画・立案・推進し、腱保組合は企画の段階から、（建康管理委員を全面的にサポー  

トしていく。二れらの健康づくり活動は、牢2匡瀾催される委員会で全委員の投票によ   

って、僅秀事業所を選出することで評価を行っ ている。   

○健康を大切にする風土づくり（ポピュレーションアプローチ）  

明るいデザインのホームページや広報誌づくり、食堂の机上ポップスタンドヘの「食   

情緒」の提示など、事業所と連携しながら多彩な広報活動を行っている他、インセンテ   

ィブ制度を実施し、被保険者や家族の健康づくり活動への自主的な参加を促すなど、健   

康づくりの大切さを理解してもらうための普及啓発活動に力をいれている。  

【効  果】   

事業所と健保組合で役割を明椎化し、それぞれの事業に集中することで、被保険者の健  

診受診率・供健指導実施率において100％に近い成果につながっている他、腱磨管理事業  

推進委員会における各事業所の健康づくり活動の発表を全委員で評価することにより、事  

業所間の競争意識喚起につながり、各事業所の自主的な取組姿勢を引き出している。   

また、配偶者向け広報活動や巡回健診など受診環境の拡大に力をいれたことにより、被  

扶養者の鯉診受診率も25％（13年度）から40％（15年度）に改善した。  

【取組内容】  

19年で検診開始から50周年を迎える伝統と実績をもつ。病院、老人保健施設、看護専  

門学校等を運営し、被保険者・被扶養者の睦焼、医療に関することを→手に引き受けてい  

る。特定健診、特定除塵指導の実施に先立ち、19年度からモデル事業を実施。事業所、労  

仙組合、健保組合が三位一体となり、そこに産業医や保健肺などの専門職も加わって推進  

体制を築いている。   

その他、母体事業所の弓重みを活かし、定期触診の結果を各自が閲覧できるシステムや喫  

煙と肥満の状偲を事業所単位で比較できるシステム、1日の活動量を時系列に計測するシ  

ステムなどを開発し保鯉事業に活用している。  

【取組内容】   

被保険者・披扶養者の健康維持・増進を図るため、事業所と連携しつつ様々な保健事業  

を実施している。具体的には、PR広報宣伝の「インフォメーション・サービス」、指導  

者の養成・配置等の「リーダーサ仙ビス」、フィットネスプログラム、高血糖改善プログ  

ラム、触放散宝等の「プログラムサービス」、歯科検診、人間ドック等の「ヘルスチェッ  

ク・システム」の4つの事業を展開している。   

○家庭用情報誌「健やかな明日へ」配布  

季刊の広報誌に加え、3年に1回、各家庭に健保組合のしくみや保険給付の受け方、   

また新しい制度の説明等の情報誌を発行し、健保組合の取り組みの周知や、健診制度の   

周知等を行っている。   

○保健指導協議会  
特定健診・特定保健指導制度の開始に備え、保健衛生スタッフのいる事業所と健保組   

合との調整をi函る場として、19年11月に「保健相導協議会」を立ち上げた。同協読会   

では、両者の有機的な連携のもと、特定健診等の効率的な事業実施に向け協議を重ねる   

とともに、保健事業全体について情報交換、検討の場としている。  

【効  果】   

鮮靡への関心を高めるための広報活動等や受診しやすい環境づくりによって、各種検診  

受診者や健廉教室参加者が増加しており、被保険者、被扶養者の鯉康の扶持・増進につな  

【取組内容】   

国の補助金を活用して「効果的な保障事業の手法等の開発事業」をユ7～18年度の2カ年  

にわたって美方転県内健保組合の被保険者・被扶養者を対象に8組合が事業に参加した。17  

年度は実態調査を実施。参加組合の被掟険者・被扶養者のレセプト、健診結果、アンケー  

ト結果を集計・分析した。対象者はレセプトで約6万人、健診結果とアンケートで各々約  

2万人分。18牢度は、参力什者個々の目標設定から「健康づくり」実践段階へ移行。継続的  

に参加者を支援し、最後、再度のアセスメントで効果を測った。  
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【効  果】   

レセプトの分析結果から、医療費を押し上げている疾病は、▽高血圧性疾患、▽その他  

の内分泌・栄泰及び代謝疾患、▽糖尿病－などで、これらを予防することが医療浄適正化  

のポイントであることが明らかになった。また、○メタポリックシンドローム該当者の5  

割近くが健康リスクを改善するといった成果があった。  

【効  果】   

検診が始まった7年度から歯科医療費は減少しており、7年度8，666万7，000円が19隼  

度では4，729万2，000円と45．4％減少した。また1件当たり金額も7年度17テこ1，387円が  

19年度には8，977円へと37．6％減少している。  

◆ 禁煙支援 ◆  

【取組内容】   

東販協は44都道府県の約1，800の医療（健診）機関と契約を結んでいる。会員となって  

いる鯉保組合を通じて、その組合の加入者（被保険者・被扶養者）は隊診・保健指導を受  

けることができ、約100万人が利用している。健診データをすべて共通のフォーマットで  

過去データを含めて管理。健診データをもとに階層化された保健指導対象者をリストアッ  

プし、陸保組合に義務づけられた特定保体指導を実施する。19年度は10，600人余りの加  

入者が保腱指導を受けた。  

【効  果】   
触診・除塵指導の共同事業化により会員組合の事務の効率化、経勢削減に加えて、加入者  

の利便・性が向上する。  

【参考：東振協の設立経緯（トIP抜粋）】   

総合睡保にあっては同種同業の多数の中小企業事業所によって構成されていることか  

ら、諸事業の実施には多くの困難が伴う。特に、被保険者やその家族に対する疾病予防事  

業の実施面で非効率的であるばかりでなく実施が困難な場合も多い。そのため、都内に所  

在する総合健保関係者の協力により、隈睡施設事業の共同化が図られた。  

【取組内容】   
独自の「禁煙支援プログラム」を、毎年異なる事業所単位で実施している。全事業所の  

中から、希望のあった優先度の高い2事業所を選んでいる。定期鮭靡診断日を禁煙開始日  

とし、健診の約1カ月前に禁煙がスムーズに実施できるよう禁煙の準備をするための教室  

を開催。禁煙開始日とその約1．5カ月後に個別相談を実施。さらに禁煙開始日から約3カ  

月後に2回目の教室を開催し、禁煙継続者を職場での禁煙支援者として認定したり、プロ  

グラム終了後も禁煙を継続、あるいは再挑戦できるようグループワークを実施している。  

（約5カ月間に教室2回、個別相談2回の合計4回のフォローを実施。）  

【効  果】   

過去3年（15年度～17年度）実施したプログラムを通じて、3カ月以上禁煙を継続した  

人の割合は15年度28．6％からユ7年度44．4％（15．8％増）と上昇した。  

■1  

◆ メンタルヘルス ◆  

◆ 歯科保健事業 ◆  

【取組内容】   

事業主、健保組合、産業医の所属する大学の共同事業として、18年から3カ年計画の「メ  

ンタル疾病半減対策」を実施している。1年日は、①メンタルヘルス研修、②職場復帰プ  

ログラムに基づいたケースマネジメント（個別面談［1回／月］）－を実施。2年巨＝ま、供鍵  

師を配置して個別面談から次の個別面談まで♂〕期間のサポート体制を構築した。3年日（20  

年度）は、これまでの傾向分析から予防につなげること、継続的な取り組みとして定着させ  

ることとしている。  

【効  果】   
傷病手当金のうちメンタル疾病が占める割合が対策を実施する前年度から大幅に下がっ  

【取組内容】   

歯科保腱事業は、財団法人ライオン歯科衛生研究所に依頼し7年度から実施。1事業所  

から始めて19年度は7事業所で実施している。被保険者のうち希望者には事前に歯につい  

てのアンケートを実施する。検診は、口腔チェック、ブラッシング指導、歯科医師による  

全般指導の順で実施。費用は1人当たり3，900円かかるが全額健保組合が負担している。  

希望者が増加したため19年度から日数を増やし実施している。  
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た（17年度69％）→18年度5竹ら、19勺三度62％）。また、傷病手当金の給付期間が短灘L H  

ノ川給†寸を加えた2牛間支給するケースはほとんどなくなった。  

【取組内容】   
生活習慣病など慢性疾患に特化して、ジェネリソク医薬品に切替えた場合ゾ〕医療挫折制  

顆を記職したジェネリソク医薬品使用促進のお知らせを加入者に通知している。  

通知は、①医科と調剤のレセプト酎象を電子化、②医科と調剤を突合一といった分析を経  

て、ジェネ リンクに切替えたら効果的と考えられる患者に送っている。また、電子化した  

レセプトデータと耀診データとを組み合わせて保健指導に役立てている。  

【効  果】  
19年5月から20年2月の診療分のレセプトに対して、通知書を送付した方々は、′甘717  

人。送†1■した方のうち25，903人（50．99も）がジェネリソク医薬品に切称えてし、た（一部切  

替えの方を含む）。また、20年2針診療分において通知書を送†てJ‘した方の［†コで、ジェネ リ  

ソク医薬品に切替えていた方々のジェネリソク医薬品の金額シェアを見ると 3．3％から  

15．3％に上昇している。（全国平均6．4％、摩労省調査［19年9月］より）  

◆ 医療費削減 ◆  

【取組内容】   

牛2回、6カ月分まとめて医療敢通知を実札診療月ごとの通院日数、医療費の総額、  

†建保組合で支払った顆、窓口負担、診療を受けた医療機関名が記載されている。また、そ  

の東面は「聞合せシート」になっており、加入者が睦保組合と連絡を取りやすいよう配慮  

されている。そのほか、受診についてのアンケートを実施し、医療費通知や加入者向けの  

啓亨芭文書と一緒に結果を送っている。  

【効  果】   
医療費通知に対するリアクションは毎回20件程度。そのなかには不正請求発見につなが  

ったケースもある。   

【参考：協会けんぽ（政管けんぼ）の医療費通知実施状況】（20年10月時点）   

①年間発送回数⇒牢2臥②対象月 ⇒全月、③対象金額⇒全て  

◆ 】Tによる効率化 ◆  

【取組内容】  
19年7月にレセプト情報管理システムをCSV情報に対応Lた拡張版にバージョンアップ。  

支払基金からのレセプトデータ受け取りをオンライン化し、データを直接システムに取り  

込んでいる。このシステムを活用してレセプトの資格点検や重複請求のチェック等を行っ  

ており、20年度以降は特定健診・特定保健指導に対応するため、医療費の統計・分析機能  

を保健事業等に活用することを目指している。  

【効  果】   
レセプト点検の処理が早くなり、審査業務が大幅に効率化された。また、紙レセプトの  

パンチ贅用、保管費用が67％削減され、レセプト点検の外部委託料等を含む19年度の雑  

役務費も前年度より50％減少した。オンライン化によりデータの登録にかかる時間も半減  

した。  

【参考：レセプト情報管理システムについて】   

健保組合がレセ7【トの電子データの管理や分析等に活用するために、健保連を中心に開  

発したシステム。テキストデータ対応のシステムとCS＼／情報に対応した拡張版がある。   

導入状況＝テキス’トデータ対応＝682組合／CSV情報対応‥423組合（20年9月末現在）  

【取組内容】   

ジェネリックに対応できる薬局をアンケート調査し、広報誌・ホームページに掲赦して  

いる。対象は利用者数の多さで上位1～80位までの調剤薬鼠アンケートは3カ月ごとに  

実施している。ニのほか、レセプトをベースとした医療機関検索やジェネリソク調剤実績  

のある調剤薬局検索といったサービスをホームページ上で提供している。  

【効  果】   

薬局アンケートは18年から2年間で200件の回答があった。回答率は当初5％程度だっ  

たが、ジェネリックの認知度の上昇に併せて上昇傾向にある。直近の調査では25％の回答  

率だった。まだ、薬剤費減少効果は表れていない。  
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◆ 「体力つ＜り優秀組織表彰」について ◆  

（肘）健鹿・体力づくり事業財団が主催し、地域、職域で鮎康・体力つくりを組織的に推進し、紙背な  

成果を挙げている組織を顕彰しているニ  

「体力つくり優秀組織表彰」を受賞した健保組合一覧  

今後の課題として他の委員会等に検討を求める事項  

年度  内閣総理大臣賞   文部科学大臣賞  体力つくり国民会議議長賞  
（職1或組織の部）   （職域組織の部）   （職域組織の郡）   

平成 5   松下電器   北悔這般半団体   広島信用金庫   

6  出版   トヨタ自動車   

広島東友、日本ケミコン   東京都管工繋   

8  東京都設計事務所   リクルート  

9  協和発酵   寿屋   

10  埼玉機械工業   東京都管工業   広島ガス電鉄   

出版   広島借用金庫   ヤマコー、日立造船   

L2  東京薬葵、リケン   

L3  干葉県産業   

H  東京都†言用金庫   

管工業  森永   

L6  東京英美   明治製菓   

L7  全国印刷工業   

L8  千葉県医業   ワ・一ルド   

東京都借用金庫   19  三菱電機   

20   東京薬業   森永   川崎重工業   

1．高齢者医療制度の見直し   

高齢者医療制度については、当面、制度の定着に努めなければならないが、   

厚生労働省に「高齢者医療制度に関する検討会」が設けられるなど、施行5   

年後における見直しが前倒しで行われる状況となっている。  

平成17年7月に公表した「新たな高齢者医療制度の創設を含む医療制度改   

革に向けての提言」のなかで示した考え方を踏まえつつ、見直しの検討を進   

めていただきたい。  

2．組合方式推進のための方策  

組合方式の推進は陸保連の最大の目的であり、財政調整・一元化を阻止す   

るためにも重要である。健保組合の設立等のための支援策を、従来以上に充   

実・強化する方向で検討いただきたい。   

8．健保組合間の共同事業のあり方  

健保組合制度の維持・発展のためには、健保組合の財政基盤の安定化と事   

業運営の効率化をはかることが重要である。共同事業として実施している交   

付金交付事業、腱靡開発共同事業等のあり方について検討を深めていただき   

たい。  

4．健保組合の設立t解散基準のあり方  

協会けんぽは、健保組合の被保険者でない被用者の院険を管掌する一方、   

解散組合の財産等を継承することとされている。また、協会けんぽの保険料   

率が繰保組合の解散にも影響を与えることが予想される。  

協会けんぼの今後の運営や健保組合の設立・解散の状況をみながら、設立・   

解散の基準について検討いただきたい。   

5．非正規雇用に対する医療保険適用のあり方  

制度間における負担の不均衡の一因として、非正規雇用の問題がある。こ   

れは基本的には安定的雇用の確保等の雇用政策により解決すべきだが、適用   

拡大が盛り込まれている被用者年金一元化法案の行方や非正規雇用の実態等   

を踏まえ、状況に応じ医療保険の適用のあり方について検討いただきたい。  

叫  

‥l；陸靡・体力づくり事業財団ホームページより作成＞  

司；組合名は当時，  
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国会議員に対する要請活動を都道府県連合会を通じ  
実施し、前期高齢者に公費投入すること、政管健保  
支援措置を20年度限りとすることについて理解を求  
めることを了承  
財政調整・一元化の歴史的経緯を整理した資料によ  
り、共通認識を得る  

「論点（メモ）」の修正版をもとに議論。主張すべき  

点について意見交換  

1．当面の対応について   
特別委員会の審議経過  

概  要  主 な一 審 議 項 目  第7回  

（H20．8．5）  2．財政調整と制度改正の歴史的  

展開について  

3．理論構築に向けた論点整理に  

ついて  

・特別委員会の目的、位置づけ等の確認  
・特別委員会の検討課題に関する論点を示し、フリー  
ディスカッションを実施  

1．特別委員会の運営について  

2，特別委員会における検討課題  

及び議論の方向性について  

・日本経団達、連合、日本医師会等11団体の財政調整・  

第2回   
1．諸団体等の財政調整・一元化の   

考え方について  
2．国家財政の現状について  ・財務省の「日本の財政を考える」抜粋資料により国  

家財政の現状について共通認識を得る   

1．社会保障費・医療費の現状につ   
・財政制度等審議会財政構造改革部会抜粋資料により、  
社会保障費・医療費の現状について共通認識を得る  

し 
・これまでの議論を踏まえ、財政調整・一元化阻止に  

2．財政調整・一元化阻止に関する       関する問題点の所在、今後の活動の基本スタンス、  
、第3回  問題点の所在と当面の対応に          当面の対応について再確認   
（H20．4．21）   ついて  

あわせて、本件に関する健保達の考え方を整理した  
3．財政調整・一元化阻止のための  

アクションプラン（たたき台）      つ    ・アクションプラン（たたき台）をもとに、次回のア  
について   

クションプラン策定議論に向けた意見交換を行う   

1．社会保障予算に関する健保連  ・「考え方（メモ）」は今後の活動のベースであるとの  
の考え方（メモ）について  共通認識を得る。さらに「考え方」の項目・内容を  

整理・修文し次回委員会で再度検討  

第4回  ・媒体は6～8面のパンフレット（4色刷り）とし、   
2．活動用媒体（パンフレット）の            （‖20．5．15）   作成は事務局に一任することを了承  

骨子（案）について   ・情勢が不透明かつ流動的であることから、スケジュ  
3．アクションプラン（案）につい  －ルは固定せず、状況の変化に対応し、実施の是非  

て   等を判断していくことを確認   

1．中間報告（案）について  
・前回の意見を踏まえて整理した「中間報告（案）」を  

検討。同日の意見をもとにさらに修正を加え、常任  
理事会（6／12）に提案することを了承、修文は事務局  

第5回  に一任   

2．中間報告以降の対応について                （H20．6．10）   ・本年12月までに想定される国会、審議会等の動きと    その対応策を提示。情勢が流動的で不透明なため、  
同日は委員の共通認識に留め、今後の動向を見極め  
て対応することを確認   

1．当面の対応について  ・総会（7／18）の会長挨拶で、財政調整・一元化反対を  

改めて表明するとともに、21年度予算の概算要求基  
準が閣議決定された後に、予算編成に関する健保連  

第6回  の見解を公表することを確認  
（H20．7．10）   2．理論構築に向けた論点整理に                  ・これまで出された意見をもとにまとめた「論点（メ  

ついて   モ）」をもとに詩論。理論構築に関する議論を深め、  

その結果を最終報告に盛り込むことを確認   

1．当面の対応について  ・本部及び各都道府県連合会による国会議員への要請  
活動の状況を報告  

・医療保険制度における財政移車云について、共通認言能  

第8回   を得る   
2．財政調整・一元化阻止のため  

の理論構築について   案）」について議論  

tll月中に最終報告をまとめ、12月の常任理事会で了  
承を得ることを確認   

1．当面の対応について  ・報告書に盛り込む「財政調整・一元化に対する健保  
連の考え方」を分かりやすくまとめたリーフレット  
を作成し、健保組合等に配布することを含め最終報  

第9回  
告の取りまとめに向けた審議の進め方（案）を了承  

（H20．10．7）  
・非正規雇用の増加と社会保険の適用、協会けんぽに  
おける都道府県別保険料率の決定方法、健保組合の  

2．財政調整・一元化阻止のため                           解散の実態について、共通認識を得る    ・「財政調整・一元化に対する健保連の考え方（骨子素  
の理論構築について   案・修正版）」について議論   

・財政システムを視点とした諸外国（独、仏、英、韓）  
1．財政調整・一元化阻止のため        の医療制度改革状況について共通認識を得る  

の理論構築につし†て  ・前回までの議論を盛り込んだ「財政調整・一元化に  
第10回  

（H20．11．13）  
対する健保達の考え方（冥）」について議論  

・検討の経緯や現状認識、「今後の課題として他の委員  
会等に検討を求める事項」を含めた最終報告のとリ  
まとめ、公表の方法など報告書の取り扱いについて  
は引き続き検討することを確認   

・最終報告案は、財政審の建議を踏まえ、21年度予算  

1．最終報告のとりまとめについ      に政管支援措置の継続が盛り込まれる可能性が否定   て  できない旨の指摘を受け 
第11回  

、表現を一部修正すること  

（H20．11．28）  
を確認。その他必要な修正を行った上で、常任理事  
会（12／4）に報告することを了承  

・リーフレット案は、組合の意思統一や国会議員への  
要請に用いることを想定し、遅くとも来年1月中旬  

】までに完成させることを確認  
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財政調整・一元化阻止特別委員会委員名簿  

健保組合名   役職名   氏  名   

北海道農業団体   常務理事   鈴 木  篤   

新 日 本 製 織   常務理事   稲 垣 恵 正   

管  工  業   専務理事   ○星  常 夫   

東  芝   理事長   ◎白 川 修 二   

新潟県農業団体   常務理事   吉 岡 政 利   

ト ヨ タ 自 動車   常務理事   青 砥 伸 治   

パナ ソ ニ ッ ク   専務理事   平 野 保 生   

兼 松 連 合   常務理事   山 本 吾 平   

川 崎 重 工 業   副理事長   早 苗 春 男   

副理事長   
脇山哲郎（H20．7．1～）  

九 州 電 力  土屋茂（～H20．6．30）   

L‾l  

＊◎は委員長。○は副委員長。  
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